
ユネスコ創造都市ネットワーク食文化分野認定
市内３つの日本遺産（出羽三山、シルク、北前船）
先端科学の世界的研究開発拠点を目指す「鶴岡サイエンスパーク」

面積 1,311.51㎢
人口 115,099人
（R7.9末時点）
2005年10月
南庄内地域旧6市町村
の合併により誕生 お問い合せ・

寄附の申込み先
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
TEL 0235-35-1184
E-mail seisakukikaku@city.tsuruoka.yamagata.jp

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
TEL 0235-35-1184
E-mail seisakukikaku@city.tsuruoka.yamagata.jp
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企業版ふるさと納税 地方創生応援税制 とは

税目ごと
の

特例措置

①法人住民税　寄附額の４割を税額控除（法人住民税法人税割額の20%が上限）
②法人税　　　 法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。
　　　　　　　 ただし、寄附額の１割を限度。（法人税額の５%が上限）
③法人事業税　寄附額の２割を税額控除（法人事業税額の20%が上限）

鶴岡市 企業

※1回あたり10万円以上の寄附が対象です。
※本社が所在する地方公共団体への寄附は、本制度の対象外です。
※寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

留意事項

国

企業が所在する自治体

⑤税の申請手続

⑥税額控除

企業版ふるさと納税の流れ

寄附額

企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果

通常の寄附の軽減効果

損金算入による軽減効果
国税＋地方税

約３割 約１割４割 ２割

①法人住民税＋②法人税 控除 ③法人事業税  控除 企業負担

①寄附申込

②納付書等

③寄附振込

④受領証

軽減効果最大

約9割に!

　国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税
から税額控除する仕組みです。
　損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）と合わせて、最大で寄附額の約９割が軽減されます。



鶴岡市が取り組む
地方創生プロジェクト

『鶴岡市デジタル田園都市構想総合戦略』に位置づける
地方創生推進事業が、寄附の対象となります。
鶴岡市がいま特に注力する事業をご紹介します。

地域貢献・社会貢献
SDGsの達成

企業版ふるさと納税のメリット

各企業の希望に応じて、様々な形でパートナーシップ・連携を進めていきます

地域資源を活用した
新たな事業展開

法人関係税の
税額控除の拡大

鶴岡市とのパートナーシップの構築 など

これらの他にも、様々な
事業を行っています！

鶴岡市HP 企業版ふるさと納税のページ

（ページ内、「寄附対象事業一覧」をご覧ください）
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/gaiyo/kigyou_furusato/gaiyo.html

こどもの遊び場の整備
　こどもの成長に必要な遊び場の整備を行い、こども・
若者・子育て世代に選ばれるまちづくりを進めておりま
す。ご寄附は、老朽化した遊具の整備費用として活用い
たします。

関連するSDGsのゴール

新産業創出地域基盤事業
　鶴岡サイエンスパークでは、日本のサイエンスをリード
する優れた研究者をはじめ、多彩な才能を持った若い人材
が広く集まり、バイオ分野の研究開発が繰り広げられてい
ます。ご寄附は、研究活動を行うインキュベート施設の維
持管理など研究開発の促進に活用いたします。

関連するSDGsのゴール

食文化創造都市推進事業 
　ユネスコ食文化創造都市・鶴岡では世界に誇る食文化
を生かした地域づくりに取り組んでいます。ご寄附は本市
の豊かな食の魅力を切り口とした観光誘客や食関連産業
の振興、家庭での食文化伝承に活用いたします。

関連するSDGsのゴール

ガストロノミックイノベーション
推進事業
　新たな食産業と食文化の創造を目指し、産官学民が連
携して研究開発と人材育成に取り組んでいます。
ご寄附は食のイノベーションにつながる研究開発の推進

とそれを担う研究者などの人材の育成に活用いたします。

関連するSDGsのゴール

奨学金返済支援事業
　若者の地元回帰を促進するため、市内への居住・就業
を条件に、奨学金返済額に応じて最大201.6万円の支援
金を支給します。
　ご寄附は将来の若者の奨学金返済支援の財源として
活用いたします。

給食費・保育料・副食費の無償化
　子育て世帯の経済的負担を軽減するため、小中学校の
給食費について無償とするほか、国の無償化制度の対象
にならない第３子以降の保育料や副食費の無償化を実施
しています。

農業経営者を育成する
「SEADS」の運営
　鶴岡市立農業経営者育成学校「SEADS」では、就農希
望者が持続可能な農業の技術と経営力を習得するため、
2年間の研修に日々励んでいます。ご寄附は研修カリキュ
ラムの充実や施設環境整備などに活用いたします。

鶴岡で働きたい若者や
起業希望者のチャレンジを応援
　若者の地元定着・地元回帰を促進するため、地元企業
の見学会やオンラインインターンシップの開催など幅広
く取り組んでいます。また、鶴岡初の革新的な事業を展
開したい方向けに事業創発プログラムを実施し、鶴岡で
のチャレンジを支援します。

子育て支援医療給付事業

関連するSDGsのゴール

庄内自然博物園構想推進事業
　自然学習交流館「ほとりあ」は、ラムサール条約登録湿
地など豊富な自然環境を背景に、子どもたちや家族を中
心に自然と触れ合う機会を創出しています。ご寄附は湿
地資源を利用した環境教育に活用いたします。

関連するSDGsのゴール
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鶴岡市

寄附
対象事業

　子どもの健康を守り、安心して子育てできる環境を整
備するため、18歳までの医療費の無償化を実施し、子育
て世代の負担軽減を図ります。
※18歳到達後の最初の3/31まで

シ ー ズ


